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静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領及び 

同試行要領の運用の一部改正について（通知） 

 

このことについて、別添のとおり静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試

行要領及び同試行要領の運用を一部改正し、平成 26 年５月１日から適用すること

としたので、適切な運用に努めるよう依頼します。 

 

記 

 

 添付書類 

１）静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領 

２）新旧対照表 

３）静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領の運用 

４）新旧対照表 

 
 
 
 
 

担  当 建設業課指導契約班 
電話番号 ０５４－２２１－３０５９ 
担  当 建設技術監理センター技術支援第３班  
電話番号 ０５４－２６８－５００４ 

 



静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領 

 
（目的） 

第１条 この要領は、建設技術の向上と公共工事の品質確保の促進を図るため、静岡

県交通基盤部が所管する建設工事において優れた成績を修めた者（以下「交通基盤

部建設工事成績優良者」という。）や優良建設工事等表彰者の入札機会を増やすこ

とにより、工事の品質向上へのインセンティブを与える入札（以下「建設工事成績

優良者等の入札」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 建設工事成績優良者等の入札は、交通基盤部が所管する工事において次に定

める土木一式工事を発注しようとする場合に適用する。 

（１）比較的工事難易度が高い工事 

（２）工事制約条件が多い工事 

（３）シンボル的な工事 

（４）発注者が建設工事成績優良者等の入札に基づき執行することが適切であると認

める工事 

 

（入札に参加する者に必要な資格） 

第３条 建設工事成績優良者等の入札に参加する者に必要な資格は、次の（１）又は

（２）の条件を満たし、かつ、当該年度及び前年度に入札参加停止処分を受けてい

ないこととする。 

（１）次の選定基準により、当該年度に交通基盤部建設工事成績優良者として選定さ

れた者。 

 ア 土木一式工事の県ランクがＡ、Ｂ又はＣ等級であること。 

 イ 県内に主たる営業所を置いていること。 

 ウ 過去３か年度に完成した交通基盤部が所管する土木一式工事で請負金額が

５００万円以上の工事（以下、「選定対象工事」という。）が２件以上あり、

かつ、その中に工事成績評定が６４点以下となる工事実績がないこと。 

 エ 選定対象工事の工事成績評定が優秀であること。 

（２）当該年度及び過去２か年度に交通基盤部の優良建設工事等の表彰実績があり、

次の基準を満たす者。 

ア 土木一式工事の県ランクがＡ、Ｂ又はＣ等級であること。 

イ 県内に主たる営業所を置いていること。 

ウ 表彰実績が土木一式工事であること。 

エ 選定対象工事において、工事成績評定が６４点以下となる工事実績がない

こと。 

 

 



（選定及び発表） 

第４条 選定基準に基づき選出された交通基盤部建設工事成績優良者は、交通基盤部

長から関係する出先機関の長に通知するとともに、県ホームページに掲載するもの

とする。 

 

（入札方式等） 

第５条 建設工事成績優良者等の入札は、次により行うものとする。 

（１）原則として、制限付き一般競争入札とする。 

（２）入札公告に建設工事成績優良者等を対象とする入札であることを明記する。 

 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

 

   附 則 

１．この要領は、平成２０年５月９日から施行する。 

２．この要領の施行に伴い、静岡県農業水産部建設工事成績優良者選定要領（試行）

（平成１８年８月３日）は廃止する。 

３．この要領の施行に伴い、静岡県農業水産部建設工事成績優良者等入札要領（試

行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

４．この要領の施行に伴い、静岡県環境森林部建設工事成績優良者選定要領（試行）

（平成１８年８月３日）は廃止する。 

５．この要領の施行に伴い、静岡県環境森林部建設工事成績優良者等入札要領（試

行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この改正は、平成２６年５月１日から施行する。 

 



新旧対照表 

旧要領 新要領 

静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、建設技術の向上と公共工事の品質確保の促進を図るた

め、静岡県交通基盤部が所管する建設工事において優れた成績を修めた者

（以下「交通基盤部建設工事成績優良者」という。）や優良建設工事等表彰

者の入札機会を増やすことにより、工事の品質向上へのインセンティブを与

える入札（以下「建設工事成績優良者等の入札」という。）について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 建設工事成績優良者等の入札は、交通基盤部が所管する工事において

次に定める土木一式工事を発注しようとする場合に適用する。 

（１）比較的工事難易度が高い工事。 

（２）工事制約条件が多い工事。 

（３）シンボル的な工事。 

（４）発注者が建設工事成績優良者等の入札に基づき執行することが適切であ

ると認める工事。 

 

（入札に参加する者に必要な資格） 

第３条 建設工事成績優良者等の入札に参加する者に必要な資格は、次の（１）

又は（２）の条件を満たし、かつ、当該年度及び前年度に入札参加停止処分

を受けていないこととする。 

（１）次の選定基準により、当該年度に交通基盤部建設工事成績優良者として

選定された者。 

 ア 土木一式工事の県ランクが A、B 又は C等級であること。 

静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、建設技術の向上と公共工事の品質確保の促進を図るた

め、静岡県交通基盤部が所管する建設工事において優れた成績を修めた者

（以下「交通基盤部建設工事成績優良者」という。）や優良建設工事等表彰

者の入札機会を増やすことにより、工事の品質向上へのインセンティブを与

える入札（以下「建設工事成績優良者等の入札」という。）について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 建設工事成績優良者等の入札は、交通基盤部が所管する工事において

次に定める土木一式工事を発注しようとする場合に適用する。 

（1）比較的工事難易度が高い工事 

（2）工事制約条件が多い工事 

（3）シンボル的な工事 

（4）発注者が建設工事成績優良者等の入札に基づき執行することが適切で

あると認める工事 

 

（入札に参加する者に必要な資格） 

第３条 建設工事成績優良者等の入札に参加する者に必要な資格は、次の（1）

又は（2）の条件を満たし、かつ、当該年度及び前年度に入札参加停止処分

を受けていないこととする。 

（1）次の選定基準により、当該年度に交通基盤部建設工事成績優良者とし

て選定された者。 

 ア 土木一式工事の県ランクがＡ、Ｂ又はＣ等級であること。 



 イ 県内に主たる営業所を置いていること。 

 ウ 過去３ヵ年度に完成した交通基盤部等（建設部、産業部及び空港部

を含む。以下、同じ。）発注の土木一式工事で請負金額が５００万円

以上の工事（以下、「選定対象工事」という。）が２件以上あり、かつ、

その中に工事成績評定が６４点以下となる工事実績がないこと。 

 エ 選定対象工事の工事成績評定が優秀であること。 

（２）当該年度及び過去２ヵ年度に交通基盤部等の優良建設工事等の表彰実績

があり、次の基準を満たす者。 

ア 土木一式工事の県ランクが A、B又は C等級であること。 

イ 県内に主たる営業所を置いていること。 

ウ 表彰実績が土木一式工事であること。 

エ 選定対象工事において、工事成績評定が６４点以下となる工事実績

がないこと。 

 

（選定及び発表） 

第４条 選定基準に基づき選出された交通基盤部建設工事成績優良者は、交通

基盤部長から関係する出先機関の長に通知するとともに、県ホームページに

掲載するものとする。 

 

   附 則 

１.この要領は、平成２０年５月９日から施行する。 

２．この要領の施行に伴い、静岡県農業水産部建設工事成績優良者選定要領

（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

３.この要領の施行に伴い、静岡県農業水産部建設工事成績優良者等入札要領

（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

４．この要領の施行に伴い、静岡県環境森林部建設工事成績優良者選定要領

（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

５.この要領の施行に伴い、静岡県環境森林部建設工事成績優良者等入札要領

 イ 県内に主たる営業所を置いていること。 

 ウ 過去３か年度に完成した交通基盤部が所管する土木一式工事で、請

負金額が５００万円以上の工事（以下、「選定対象工事」という。）が

２件以上あり、かつ、その中に工事成績評定が６４点以下となる工事

実績がないこと。 

 エ 選定対象工事の工事成績評定が優秀であること。 

（2）当該年度及び過去２か年度に交通基盤部の優良建設工事等の表彰実績

があり、次の基準を満たす者。 

ア 土木一式工事の県ランクがＡ、Ｂ又はＣ等級であること。 

イ 県内に主たる営業所を置いていること。 

ウ 表彰実績が土木一式工事であること。 

エ 選定対象工事において、工事成績評定が６４点以下となる工事実績

がないこと。 

 

（選定及び発表） 

第４条 選定基準に基づき選出された交通基盤部建設工事成績優良者は、交通

基盤部長から関係する出先機関の長に通知するとともに、県ホームページに

掲載するものとする。 

 

   附 則 

１.この要領は、平成２０年５月９日から施行する。 

２．この要領の施行に伴い、静岡県農業水産部建設工事成績優良者選定要領

（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

３.この要領の施行に伴い、静岡県農業水産部建設工事成績優良者等入札要

領（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

４．この要領の施行に伴い、静岡県環境森林部建設工事成績優良者選定要領

（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

５.この要領の施行に伴い、静岡県環境森林部建設工事成績優良者等入札要



 

（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

領（試行）（平成１８年８月３日）は廃止する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２６年 月 日から施行する。 

 



静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領の運用 

 

１ 第２条（対象工事）関係 

 （１）原則、設計金額が 2,000 万円以上の土木一式工事を対象とする。 

 （２）実施件数は、各発注機関の規模に応じて、各年度２件から５件程度と

する。 

 （３）（２）によらない場合は、各発注機関と建設技術監理センターと協議し

て定める。 

 

２ 第３条（入札に参加する者に必要な資格）関係 

（１）交通基盤部建設工事成績優良者の選定基準において、工事選定対象工事

の工事成績評定の小数点以下を切り捨てた平均値が８０点以上である者

を優秀とする。 

（２）優良建設工事等の表彰実績とは、優良工事、優良技術者、安全工事、地

域貢献等の部門を含む。また、部長表彰及び各出先事務所（局）長表彰の

区分を含む。また、表彰を受けた技術者が配置予定技術者とならない場合

（退職を含む。）においても参加を認める。 

 

３ 第５条（入札方式等）関係 

入札参加想定業者数は、制限付き一般競争入札の例を基本とするが、管内等

の対象業者数の状況によっては、減ずることができる。 

 

 附 則 

この運用は、平成 20 年５月９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成 26 年５月１日から施行する。 



新旧対照表 

旧運用 新運用 

静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領の運用 

 

１ 第２条（対象工事）関係 

 （１）原則、設計金額が 2,000 万円以上の土木一式工事を対象とする。

 （２）試行件数は、各発注機関において、各年度２件程度までとする。

 

 

 

 

２ 第３条（入札に参加する者に必要な資格）関係 

（１）交通基盤部建設工事成績優良者の選定基準において、工事選定

対象工事の工事成績評定の小数点以下を切捨てた平均値が８０点

以上である者を優秀とする。 

（２）優良建設工事等の表彰実績とは、優良工事、優良技術者、安全

工事、地域貢献等の部門を含む。また、部長表彰及び各出先事務

所（局）長表彰の区分を含む。また、表彰を受けた技術者が配置

予定技術者とならない場合（退職を含む。）においても参加を認め

る。 

 

附 則 

この運用は、平成 20 年 5 月 9 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

 

静岡県交通基盤部建設工事成績優良者等入札試行要領の運用 

 

１ 第２条（対象工事）関係 

 （1）原則、設計金額が 2,000 万円以上の土木一式工事を対象とする。 

 （2）試行件数は、各発注機関の規模に応じて、各年度２件から５件

程度とする。 

 （3）（2）によらない場合は、各発注機関と建設技術監理センターと

協議して定める。 

 

２ 第３条（入札に参加する者に必要な資格）関係 

（1）交通基盤部建設工事成績優良者の選定基準において、工事選定

対象工事の工事成績評定の小数点以下を切り捨てた平均値が８

０点以上である者を優秀とする。 

（2）優良建設工事等の表彰実績とは、優良工事、優良技術者、安全

工事、地域貢献等の部門を含む。また、部長表彰及び各出先事務

所（局）長表彰の区分を含む。また、表彰を受けた技術者が配置

予定技術者とならない場合（退職を含む。）においても参加を認

める。 

 

附 則 

この運用は、平成 20 年 5 月 9 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成 26 年５月１日から施行する。 


